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　社会福祉法人 南阿蘇村社会福祉協議会 【令和7年度調査票】

１　基本事項

〒 869-1412 TEL 0967-67-0294

メ ー ル ア ド レ ス minamiaso-sha@extra.ocn.ne.jp 法人設立日 H17.2.14

ホームページURL https://www.asoyamabiko.jp/minamiaso/ インスタグラム 〇 フェイスブック 〇 X 〇
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３   人口及び福祉概要 ②広報・啓発事業 ➉在宅福祉サービス

6 回/年

1

小 地 域 ネ ッ ト ワ ー ク 活 動

2 世 帯 数 4,253 世帯 2 福 祉 大 会 ・ 福 祉 ま つ り

1 人 口 9,422 人 1 機 関 誌 ・ 広 報 誌

1 回/年 (1) 支 援 対 象 者 数 444

地区数
256

人

3 65 歳 以 上 人 口 4,404 人 3 人

4
65 歳 以 上

人 口 構 成 比
46.7% ％ 4 福 祉 講 演 会 回/年 緊 急 連 絡 カ ー ド 型 式

ボランティアフェスティバル
・ ボ ラ ン テ ィ ア ま つ り

1 回/年
方

法

命 の バ ト ン 型 式

444

地 区 （ 校 区 ） 社 協
地 区 （ 校 区 ） 福 祉 会 等

人

5
一 人 暮 ら し

65 歳 以 上 人 口
1,221 人 ③組織化活動 緊急通報システムの設置 人

1
人

2 地 区 福 祉 委 員 人
要 支 援 2 80 人 2 ミ ニ デ イ サ ー ビ ス

要 支 援 1 49 人 (2) 協 力 者 数

要 介 護 1 164 人 3 学 童 保 育

地 域 座 談 会 参 加 人 数 延べ

④相談事業

ファミリーサポートセンター 〇
2

総 合 相 談
（ 心 配 ご と 相 談 を 含 む ）

〇

子 ど も デ イ サ ー ビ ス

カ所

3
地 域 座 談 会 回 数 回/年

名称［

6
介
護
保
険
認
定

]

9 精 神 障 が い 者
（精神障害者保健福祉手帳所持者）

要 介 護 3 141 人 つ ど い の 広 場
1

地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー
（ A ： 運 営 型 、 B ： 出 向 型 ）

人
要 介 護 2 182 人

4

B

要 介 護 4 119 人 5

8
知 的 障 が い 児 者
（ 療 育 手 帳 所 持 者 ）

139 人 2 訪 問 介 護

カ所
⑤介護保険サービス

7
身 体 障 が い 児 者
（ 身 障 手 帳 所 持 者 ）

719 人 1 居 宅 介 護 支 援 事 業 所 〇
住 民 参 加 型 在 宅 福 祉
サ ー ビ ス の 実 施

要 介 護 5 70 人

6

地 域 に お け る 住 民 参 加 型
在 宅 福 祉 サ ー ビ ス の 数

〇

人

10 15 歳 未 満 人 口 972 人 4 通 所 介 護 〇 (2) 提 供 会 員 人

81 人 3 訪 問 入 浴 介 護 (1) 利 用 会 員

11
15 歳 未 満

人 口 構 成 比
10.3% ％ ⑥総合事業 (1)(2) の 中 で 両 方 会 員 人

1

13 生 活 保 護 世 帯 21 世帯

訪 問 型 サ ー ビ ス

Ａ Ｂ

12 ひ と り 親 世 帯 99 世帯 〇

家 事 支 援 サ ー ビ ス
（片付け、ゴミ出しを含む）

2 通 所 型 サ ー ビ ス

Ａ Ｂ

買 い 物 代 行 サ ー ビ ス7

生 活 支 援 サ ー ビ ス の 実 施
C D

外 出 支 援 サ ー ビ ス
（ 移 動 支 援 を 含 む ）

〇

その他の生活支援サービス 〇

4 協 議 体 の 設 置
第1層 第2層

〇

14 区 域 担 当 民 生 委 員 32 人 〇
C

15 主 任 児 童 委 員 2 人

3
生活支援コーディネーター

の 配 置

第1層 第2層

４  会員制度 8
フ ー ド バ ン ク
フ ー ド ド ラ イ ブ

16 自 治 会 ・ 行 政 区 37 カ所 社協

1 住 民 会 員 制 〇 ⑦障がい福祉サービス
9 家 族 介 護 教 室

1
居 宅 介 護

( ホ ー ム ヘ ル プ サ ー ビ ス ） 介 護 者 の つ ど い
（ リ フ レ ッ シ ュ 事 業 ）2

自 立 訓 練
（ 機 能 訓 練 、 生 活 訓 練 ）3 賛 助 会 費 （ 市 民 ） 2,000 円/年

11

〇
2 正 会 員 費 1,000 円/年

10

施 設 会 費 円/年

福 祉 用 具 の 貸 出
（ 車 椅 子 を 除 く ）

〇
3

就 労 支 援
（就労移行、就労継続A・B）4 賛 助 会 費 （ 法 人 ） 円/年

⑪地域交流

カ所

①計画策定 ⑧重層的支援体制整備事業の受託状況
障 が い 児 ・ 者 サ ロ ン カ所

1 地 域 福 祉 活 動 計 画 期 間 R3～R7 1

1

ふ れ あ い ・ い き い き サ ロ ン

5 相 談 支 援 事 業 所
５   事業・活動実施状況 高 齢 者 サ ロ ン 21

重層的支援体制整備事業

子 育 て ・ 児 童 サ ロ ン

4 放課後等児童デイサービス
5

カ所
2 地域福祉活動計画 策定回数 3 次

多機関協働 アウトリーチ 参加支援

2

食 事 サ ー ビ ス
配食型 会食型

毎 日 型 （ 週 2 ～ 5 回 程 度 ） 1 カ所
4 社 協 中 期 経 営 計 画 期 間 ～ ⑨ホームヘルパー養成研修

1 介護職員初任者研修の開催 ふれあい型（月1～5回程度）

3 行政計画との一体的策定の有無 〇 2 移 行 準 備 事 業

子 ど も 食 堂 ・ 地 域 食 堂 カ所
7

避難行動要支援者個別避難
計 画 の 策 定

カ所
5 社 協 中 期 経 営 計 画 策 定 回 数

行 事 型 （ 年 2 ～ 10 回 程 度 ） カ所
6 法人の事業継続計画（BCP）の策定

mailto:minamiaso-sha@extra.ocn.ne.jp
https://www.asoyamabiko.jp/minamiaso/
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⑫権利擁護関係事業
６　職員配置状況 （単位：人）

1
地 域 福 祉 権 利 擁 護 事 業
（ 日 常 生 活 自 立 支 援 事 業 ）

6 件

正規職員
非 正 規 職 員

0  ( 0  ) 件

合 計2 独 自 の 預 か り サ ー ビ ス ×
常勤職員

パート職員
臨時職員

登録職員

3
法 人 後 見 事 業

（ カ ッ コ 内 は 累 計 ） 3

4

中 核 機 関 の 設 置 区 域
地 域 福 祉 事 業 5

※注釈右下

⑬生活困窮者支援関係
子 ど も 支 援 事 業

法 人 運 営
（ 事 務 局 長 含 む ）

3

介 護 保 険 事 業 11 2 5

1

5

設 置 ・ 運 営 主 体
地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー

範
囲 10 28

広報 相談 利用促進 後見人支援

〇 〇

ひ き こ も り 相 談 件 数 1 件

障 が い 福 祉 サ ー ビ ス 事 業
2 家計（収入・生活費）相談件数 15 件

指 定 管 理 者 制 度 に 基 づ く
福 祉 セ ン タ ー 等 管 理 事 業3 住 ま い 相 談 件 数 件

そ の 他 の 職 員 2 1 2 5
4 仕 事 ・ 就 労 相 談 件 数 4 件

合 計 21 3 7 10 41
5 そ の 他 ( ） 件

７   ＯＡシステム関係

6

社協独自の貸付制度の有無
1 財 務 会 計 シ ス テ ム 会 社 名 （株）熊本計算センター

貸 付 限 度 額 万円
2 介 護 保 険 サ ー ビ ス シ ス テ ム 会 社 名 （株）熊本計算センター

貸 付 件 数 件数
3 障 が い 者 福 祉 サ ー ビ ス シ ス テ ム 会 社 名 国民健康保険中央会

⑭ボランティアセンター事業
８　定年延長の導入

1

2
ボ ラ ン テ ィ ア

コ ー デ ィ ネ ー タ ー の 有 無 〇
９ 　苦情解決体制整備状況

2 他の社会福祉法人との連携
3

登 録 ・ 斡 旋 制 度 １３  社会福祉法人としての公益的な取り組み
導入済 検討中 〇

1
社 会 福 祉 法 人 と し て の
公 益 的 な 取 り 組 み の 実 施

苦 情 解 決 責 任 者 〇

ボ ラ ン テ ィ ア
コ ー デ ィ ネ ー タ ー の 人 数

専任 兼務

1 福 祉 サ ー ビ ス 苦 情 解 決 規 程 〇2 人

ボ ラ ン テ ィ ア グ ル ー プ 11 グループ 4 第 三 者 委 員 3 事業
内容

5 個 人 ボ ラ ン テ ィ ア 25 人 3 苦 情 受 付 担 当 者 〇

6
3

事業名
4 ボランティアコーディネート数 件 2

2 日 本 赤 十 字 社 地 区 ・ 分 区 〇 １４  車輌等の状況

7 ボランティアグループ構成員 人 １０　社協が事務局を担う福祉関係団体

1 共 同 募 金 支 会 ・ 分 会 〇
8 入 門 養 成 講 座

9 児童生徒のワークキャンプ
車 輛 等 の 保 有 台 数 台 数

3 民生委員・児童委員協議会
10 社 会 人 ワ ー ク キ ャ ン プ

1 貨 物 車 （ ト ラ ッ ク 含 む ） 6 台
4 老 人 ク ラ ブ 連 合 会

台
11

災 害 ボ ラ ン テ ィ ア
マ ニ ュ ア ル の 策 定

〇
2 入 浴 専 用 車

5 ボ ラ ン テ ィ ア 連 絡 協 議 会 〇
12

台
6 身 体 障 害 者 福 祉 協 会

13
災害ボランティアセンターに

関する職員研修の直近の実施年度
年度

4 リ フ ト 付 福 祉 車 両

災 害 ボ ラ ン テ ィ ア セ ン タ ー
設置訓練の直近の実施年度

令和５ 年度
3 車 椅 子 等 対 応 車 4

1 台
7 母 子 寡 婦 福 祉 会

14
行政との災害
時における
協定の締結

① 災 害 VC の
設 置 ・ 運 営

〇
5

②福祉避難所
の 指 定 ・ 運 営 6 マ イ ク ロ バ ス 2 台

9 そ の 他 の 福 祉 関 係 団 体

7

乗 用 車 （ 軽 含 む ） 8 台
8 シ ル バ ー 人 材 セ ン タ ー

そ の 他 台１１ 職員資格取得状況 （単位：人）ライオンズクラブ

15

災 害 ボ ラ ン テ ィ ア セ ン タ ー
の運営に係る応援協定の締結

県外社協 青年会議所

資 格 等 名 人 員 計（1～7） 21
そ の 他 （ ブ ロ ッ ク 協 定 以 外 ）

［ ］ 社 会 福 祉 士 5 人
8 車 椅 子 保 有 台 数 13 台

16

他 団 体 と の 業 務 ・ 事 業 の 連 携 先
介 護 福 祉 士 15 人

9 車 椅 子 貸 し 出 し 〇
市民活動等相談窓口・センター等 カ所

精 神 保 健 福 祉 士 2 人
10 車 輌 の 貸 し 出 し

ＮＰＯ等のボランティア団体等 カ所
理 学 療 法 士 1 人

企業、商工会、青年会議所等 2 カ所
作 業 療 法 士 人

小・中学・高校・大学・短大等 4 カ所
介 護 支 援 専 門 員 8 人

社 会 福 祉 施 設 7 カ所
保 育 士 2 人

専 門 機 関 、 専 門 職 団 体 カ所
保 健 師 人

看 護 師 5 人

保 育 所 ・ 幼 稚 園 カ所

2 積 立 金 （ 取 崩 型 ） 20

１２   基金・積立金の設置状況

小 学 校 3 カ所 1 基 金 （ 果 実 運 用 型 ）

中 学 校 1 カ所

20 ゲストティーチャーの紹介・斡旋 回/年

21 福祉教育プラットフォームの設置

17

ボ ラ ン テ ィ ア 協 力 校

高 等 学 校 カ所

大 学 ・ 短 大 等 カ所
※ 広報機能…制度の広報・周知等
　　相談機能…相談受付・支援方針の検討等
　　成年後見制度利用促進機能…受任調整会議
　　後見人支援機能…後見人からの相談対応、等18 学 校 と の 連 絡 ・ 研 究 会 議

19 学 校 へ の 福 祉 出 前 講 座 回/年



１５　事務局構成図

理　　　　念 

「本村に住むすべての人々が助け合いながら、自分らしく心豊かにくらしていける」村づくり

特色(強み)

総　務　係 地　域　福　祉　係 在　宅　福　祉　係

事　務　局　長

令和７年度事業目標

・地域福祉推進の実働

民間法人である機動性や柔軟性を活かし、より効果的な事項について実働役としての役割を果たします。

・地域住民との直接のつながり

地域住民との直接のつながり（顔の見える）社協が、地域福祉推進を担う一番の役割です。そのことにより、

行政や地域住民への各種の働きかけ（防災・健康づくり、各種相談、地域づくり等）のつなぎ役を発揮していきます。

・福祉事業所・各種団体等のコーディネート

地域住民とのつながりのもとに、地域福祉資源である福祉関連事業所や各種団体との情報交換、協働の取り組み

等のコーディネートの役割を進めます。

１．「第３期地域福祉活動計画の推進（令和３年度～令和７年度）の評価・次期計画の策定」

計画最終年度であり、実現に向け各種事業を南阿蘇村・関係機関・団体と共同して進めていきます。また、次期計

画策定に向け第３期計画の評価を行い、第４期地域福祉活動計画（令和８年～令和１２年度）の策定を村地域福祉計

画一体的に策定します。

２．「福祉事業の安定経営の確立」

将来にわたる地域の福祉ニーズにこたえるため、事業や財源の内容を検証し、改善を行い、社会福祉事業の経営

の安定を図ります。

３．「生活困窮者自立支援事業の推進」

生活困窮に至るおそれのある方に対し、生活の困りごと全般にわたり相談支援を行い、関係機関や他制度を活用

しながら、支援プランに基づいた継続的な支援を実施し、自立の促進を図ります。

４．「地域支援活動事業」

村内において様々な生活課題を抱えた方をアウトリーチ等にて早期発見し、各関係機関と連携を図り、支援や見守

り活動を通して重層的支援に繋げます。

５．「南阿蘇村やまびこネットワーク事業の拡大」

誰もが住み慣れた地域で安心して生活ができるよう、地域全体での見守りや、社会参加を促すサロン活動にて、互

いに支え合う住民主体のコミュニティづくりを推進します。


